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一般国道４２号は、静岡県浜松市を起点とし三重県松阪市、尾鷲市、和歌山県新宮市等の主要な都市を経て和歌山市に至る延長

約４４０ｋｍの幹線道路です。

本事業の松阪多気バイパスは、三重県松阪市古井町から多気郡多気町仁田に至る延長

 

１１．９ｋｍのバイパスであり、下記の３点

 
を主な目的として事業を推進しています。

 ①交通渋滞の緩和

 

②交通事故の削減

 

③地域経済活性化の支援

一般国道４２号は、静岡県浜松市を起点とし三重県松阪市、尾鷲市、和歌山県新宮市等の主要な都市を経て和歌山市に至る延長

約４４０ｋｍの幹線道路です。

本事業の松阪多気バイパスは、三重県松阪市古井町から多気郡多気町仁田に至る延長

 

１１．９ｋｍのバイパスであり、下記の３点

 
を主な目的として事業を推進しています。

①交通渋滞の緩和

 

②交通事故の削減

 

③地域経済活性化の支援

１．一般国道４２号
 

松阪多気バイパスの事業概要
（１）事業目的（１）事業目的

■位置図

松 阪 多 気 バ イ パ ス の 全 体 位 置 図
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暫定供用
L=3.1km

平成28年度以降
暫定供用予定
L=2.5km

暫定供用
L=1.8km

平成28年度以降
暫定供用予定
L=0.8km

暫定供用
L=3.7km

松阪多気バイパス
L=11.9km

終点：三重県多気郡多気町仁田

起点：三重県松阪市古井町
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標 準 断 面 図

（２）計画概要

■完成断面図

■事業名

 

：一般国道４２号

 

松阪多気バイパス

■起終点

 

：（起点）三重県松阪市古井町

（終点）三重県多気郡多気町仁田

■延長

 

：１１．９ｋｍ

■道路規格

 

：第３種第１級

■設計速度

 

：８０ｋｍ／ｈ

■車線数

 

：４車線

■都市計画決定：昭和５９年度・昭和６１年度

■事業化

 

：昭和６２年度

■用地着手年度：昭和６３年度

■工事着手年度：平成

 

３年度

■前回の再評価：平成２０年

（指摘事項なし：継続）

■全体事業費

 

：４２０億円

■事業名

 

：一般国道４２号

 

松阪多気バイパス

■起終点

 

：（起点）三重県松阪市古井町

（終点）三重県多気郡多気町仁田

■延長

 

：１１．９ｋｍ

■道路規格

 

：第３種第１級

■設計速度

 

：８０ｋｍ／ｈ

■車線数

 

：４車線

■都市計画決定：昭和５９年度・昭和６１年度

■事業化

 

：昭和６２年度

■用地着手年度：昭和６３年度

■工事着手年度：平成

 

３年度

■前回の再評価：平成２０年

（指摘事項なし：継続）

■全体事業費

 

：４２０億円
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◇費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝
事業費＋維持管理費

■走行時間短縮便益：

■走行経費減少便益：

■交通事故減少便益：

■事 業 費 ：

■維 持 管 理 費

 

：

○．○○投資効率性の評価

◇Ｂ／Ｃ（事業全体） ＝ ＝
１，１８７億円

 

＋

 

４０億円

 

＋

 

０．３２億円

５６６億円

 

＋

 

５０億円

１，２２７億円

６１６億円 ＝

※未整備区間において、事業を継続した場合に追加的に必要となる事業費の合計と、追加的に発生する便益を対象として算出した。

◇Ｂ／Ｃ（残事業）
２７９億円

 

＋

 

７．３億円

 

＋

 

１．２億円

３０億円

 

＋

 

１６億円
＝

２８８億円

４６億円＝ ＝

２．０

○前回評価時の費用便益（Ｂ／Ｃ）との比較
・前回の再評価時

 

全体事業＝１．２

 

残事業＝３．９
・今回の再評価時

 

全体事業＝２．０

 

残事業＝６．２

【前回再評価からの主な変更点】

２．費用対効果分析（費用便益比（B/C））
走行時間短縮便益＋走行経費減少便益＋交通事故減少便益

６．２

便益

費用

松阪多気バイパスの整備がない場合の走行時間費用（所要時間×時間価値）から、整備した場合の走行時間費用

 
を減じた差額
松阪多気バイパスの整備がない場合の走行経費（燃料費、油脂費、タイヤ・チューブ費、車両整備費、車両償却

 
費等）から、整備した場合の走行経費を減じた差額（例：燃料費、油脂（オイル）費、タイヤ・チューブ費、車

 
両整備（維持・修繕）費、車両償却費等）

松阪多気バイパスの整備がない場合の交通事故による社会的損失額（人的損害額、物的損害額、事故渋滞による

 
損害額等）から、整備した場合の交通事故による社会的損失額を減じた差額（交通事故による社会的損失：運転

 
者、同乗者、歩行者に関する人的損害額、交通事故により損壊を受ける車両や構築物に関する物的損害額及び事

 
故渋滞による損失額）

松阪多気バイパスの整備に要する費用（工事費、用地費等）

松阪多気バイパスを供用後の道路管理に要する費用（維持費、清掃費、照明費等）

１．将来交通需要推計手法の改善
①生成交通量推計手法の改善（推計モデル及び将来フレーム設定を統一）
②需要推計に係る条件設定の変更（ネットワークの設定について、現況に加え、事業化済みの箇所のみを考慮）

２．費用便益分析の基準年次を変更（Ｈ２０→Ｈ２３）
３．暫定供用を考慮
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３．前回評価時との比較表

事 項 前回評価
（H20再評価）

今回評価
（H23再評価）

備 考

全体事業費
４２０億円 ４２０億円

費用対効果（B/C） １．２ ２．０

全体事業 総費用

 
（C） ５５４億円 ６１６億円

基準年次の変更
暫定供用を考慮

総便益

 
（B） ６８１億円 １，２２７億円

将来交通需要推計手法の改善
暫定供用を考慮

費用対効果（B/C） ３．９ ６．２

残事業 総費用

 
（C） ７８億円 ４６億円

基準年次の変更
暫定供用を考慮

総便益

 
（B） ３０８億円 ２８８億円

将来交通需要推計手法の改善
暫定供用を考慮
事業進捗による部分供用

事業を巡る社会情勢等

 
の変化

松阪市の交通死亡事故
平成２０年死者数：１４人
１０万人当たり死者数全国

 
ワースト７位

松阪市の交通死亡事故
平成２２年死者数：２３人
１０万人当り死者数全国

 
ワースト１位

事業の進捗状況 事業

 

８７％
用地

 

９８％

事業

 

８９

 

％
用地

 

９９％
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：渋滞ポイント
： ～10
：10～20
：20～

三重県内の国道平均＝１０.５
（万人時間/年･ｋｍ）

国道平均
以上

出典：H20渋滞損失時間確定値

国道平均
以上

大黒田町
小津

宮町中万町北

松阪多気バイパス区間の

国道４２号渋滞損失時間

 

１５万人時間/年･

 

km

国道平均の
２倍以上

松阪多気バイパス
L=11.9km

１）事業を巡る社会情勢等の変化

■松阪市の幹線道路は、市街地を迂回する環状道路が未整備であり、国道４２号への交通集中により中心市街地で走行速度が１０km/h程度

まで減少し、慢性的な渋滞が起きています。

２）事業の投資効果
■松阪多気バイパスの整備により、交通の分散が図られ、松阪市内の交通集中が緩和されます。

１）事業を巡る社会情勢等の変化

■松阪市の幹線道路は、市街地を迂回する環状道路が未整備であり、国道４２号への交通集中により中心市街地で走行速度が１０km/h程度

まで減少し、慢性的な渋滞が起きています。

２）事業の投資効果
■松阪多気バイパスの整備により、交通の分散が図られ、松阪市内の交通集中が緩和されます。

（ １ ）（ １ ） 事 業 の 必 要 性 等 に 関 す る 視 点事 業 の 必 要 性 等 に 関 す る 視 点

４．評価の視点

【松阪市街地の渋滞状況の変化】

●●

 

地域の声

 

●●

・朝夕のピーク時には、松阪市中心部で大きな

 

渋滞が発生し、通常
の所要時間＋30分程度の移動時間を見積もって行動しています。
（松阪市役所）

・松阪市を通過するのに約10kmで50分の所要時間がかかる事があり

松阪多気バイパスの供用による混雑緩和に期待しています。

（多気町役場） 出典：紀勢国道事務所調べ

①①交通渋滞の緩和交通渋滞の緩和

２）事業の投資効果
【バイパス整備による交通分散イメージ】

松阪多気バイパス整備により
環状機能が強化される

【渋滞損失時間の削減】

出典：交通量推計結果より算出

大黒田交差点渋滞状況（H23.4撮影）
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羽
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伊
勢
自
動
車
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松阪市
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松
阪
多
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バ
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パ
ス

国
道
４
２
号

交通が国道42号に集中 松阪多気BP、国道42号、

 

松阪第二環状線へ交通

 

が分散

１）事業を巡る社会情勢等の変化
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1479

1756

約１６％の渋滞損失
時間削減
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１）事業を巡る社会情勢等の変化

■松阪市は、平成２２年の交通事故死者数が２３人となっており、人口１０万人以上の都市における１０万人当たり死者数が全国ワースト１位

 
です。

 
■松阪多気バイパスと並行する国道４２号は、死傷事故率が高く、平成１７～２１年の５年間で９件の交通死亡事故が発生しています。

２）事業の投資効果

■松阪多気バイパスの整備により、通過交通や物流交通が松阪多気バイパスへ迂回されることにより、松阪市街地の死傷事故件数の減少が

期待されます。

１）事業を巡る社会情勢等の変化

■松阪市は、平成２２年の交通事故死者数が２３人となっており、人口１０万人以上の都市における１０万人当たり死者数が全国ワースト１位

 
です。

■松阪多気バイパスと並行する国道４２号は、死傷事故率が高く、平成１７～２１年の５年間で９件の交通死亡事故が発生しています。

２）事業の投資効果

■松阪多気バイパスの整備により、通過交通や物流交通が松阪多気バイパスへ迂回されることにより、松阪市街地の死傷事故件数の減少が

期待されます。

４．評価の視点

国道４２号の交通死亡事故状況

至

 

津

現ルート

【減少が期待される市街地内の死亡事故】

【死傷事故件数】

※交通事故統合データベースH8～H21、交通量
推計データ

※事故件数の算定方法
現況：交通事故統合データベースによる
供用後：交通量推計により整備あり・なし

における事故件数の変化率を求め、
現況値に乗じて算定。

至 伊勢

松阪多気バイパス

新ルート

②②交通事故の削減交通事故の削減

国道42号で起きた交通事故

交通死亡事故

多発区間

交
通
死
亡
事
故

多
発
区
間

市街地から
の迂回によ
り事故減少

松阪多気バイパス整備後
交通死傷事故件数が

約１５％減少

２）事業の投資効果

死傷事故件数（件/年）

約１５％減１６８

２００

松阪市における事故死者数及び１０万
人当たり死者数順位の推移

国道42号と松阪多気バイパスで

起きた交通事故数の割合

２０４

（93%）

１６

（７%）

データ元

 

ITARDA交通事故データ（H18からH21平均）

一般国道４２号 松阪多気バイパス

データ元
：松阪市HP

データ元

 

ITARDA交通事故データ（H21）

国道42号
（松阪多気BP並行区間）

三重県の死傷事故率

三重県平均：52件/億台キロ

データ元

 

ITARDA交通事故データ（H21）

H22.1撮影

１）事業を巡る社会情勢等の変化
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２）事業の投資効果

４．評価の視点

１）事業を巡る社会情勢等の変化

■液晶パネルの出荷額が全国第１位である三重県において、松阪多気バイパス周辺には、液晶関連企業が多数立地しており、県内でも有数

 
の集積地となっています。今後、渋滞緩和を図り、物流機能を強化するため、松阪多気バイパスの整備が必要です。

 
２）事業の投資効果

■松阪多気バイパスの整備により、物流拠点へのアクセス性が向上（クリスタルタウン～小津町間

 

約２３分短縮）し、更なる工場や企業

誘致が促進されることが期待されます。

１）事業を巡る社会情勢等の変化

■液晶パネルの出荷額が全国第１位である三重県において、松阪多気バイパス周辺には、液晶関連企業が多数立地しており、県内でも有数

 
の集積地となっています。今後、渋滞緩和を図り、物流機能を強化するため、松阪多気バイパスの整備が必要です。

２）事業の投資効果

■松阪多気バイパスの整備により、物流拠点へのアクセス性が向上（クリスタルタウン～小津町間

 

約２３分短縮）し、更なる工場や企業

誘致が促進されることが期待されます。

【松阪市街地から各方面へのアクセス】

●●

 

地域の声

 

●●

・海外貨物の取引港が四日市港なので、国道２３号と接続する松阪多気バイパスの物流面の
効果は大きいです。（松阪市役所）

・商業、工業の両方を備えた複合地域としてクリスタルタウンを整備しています。松阪多気

バイパスが供用されれば、物流だけでなく人の流動も活発になると期待しています。

（多気町役場） 出典：紀勢国道事務所調べ

③③地域経済活性化の支援地域経済活性化の支援

松阪港

(宮町)
ﾞ

ﾟ 渋滞ポイント
(大黒田町)

渋滞ポイント

ウッドピア
松阪

西野工業団地

データ元：経済産業省「工業統計表」

【液晶パネル出荷額（Ｈ21）】

【松阪市周辺における液晶関連企業の集積状況】

松阪多気バイパス

松阪多気バイパス

 
L=11.9km

松阪多気バイパス周辺
に液晶関連工場が集積

三重県は液晶パネルの
出荷額が全国第１位

市街地の
渋滞緩和

工業地域への
アクセス性向上

松阪中核
工業団地

虹ヶ丘
住宅団地

クリスタルタウン

松阪市
小津町

※松阪多気BP区間は設計速度で走行するとして算出
出典：H21プローブ調査データ

●液晶関連企業立地箇所

【ｸﾘｽﾀﾙﾀｳﾝ～小津町間の所要時間】

0
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20

30

40

50

国道42号ルート 松阪多気

バイパスルート

所
要
時
間

（
分
）

40分

17分

松阪多気バイパスが全線供用
されれば約23分の短縮

１）事業を巡る社会情勢等の変化
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３）事業の進捗状況

■

 

事業進捗率は８９％、用地取得率は９９％に至っています（平成２２年度末）。

■

 

松阪市古井町～上川町（Ｌ＝３．７ｋｍ）､松阪市上川町～下蛸路町（Ｌ＝１．８ｋｍ）､松阪市射和町～多気町仁田

（Ｌ＝３．１ｋｍ）は暫定２車線供用済み

■

 

（参考）前回評価時：

 

事業進捗率は８７％、用地取得率は９８％

３）事業の進捗状況

■

 

事業進捗率は８９％、用地取得率は９９％に至っています（平成２２年度末）。

■

 

松阪市古井町～上川町（Ｌ＝３．７ｋｍ）､松阪市上川町～下蛸路町（Ｌ＝１．８ｋｍ）､松阪市射和町～多気町仁田

（Ｌ＝３．１ｋｍ）は暫定２車線供用済み

■

 

（参考）前回評価時：

 

事業進捗率は８７％、用地取得率は９８％

■

 

松阪市上川町（Ｌ＝０．８ｋｍ）、松阪市下蛸路町～射和町（Ｌ＝２．５ｋｍ）は、平成２８年度以降の暫定２車線供用を予定しています。■

 

松阪市上川町（Ｌ＝０．８ｋｍ）、松阪市下蛸路町～射和町（Ｌ＝２．５ｋｍ）は、平成２８年度以降の暫定２車線供用を予定しています。

４．評価の視点

（ ２ ） 事 業 の 進 捗 の 見 込 み の 視 点（ ２ ） 事 業 の 進 捗 の 見 込 み の 視 点

暫定供用
L=3.1km

平成28年度以降
暫定供用予定
L=2.5km

暫定供用
L=1.8km

平成28年度以降
暫定供用予定
L=0.8km

暫定供用
L=3.7km

松阪多気バイパス
L=11.9km

終点：三重県多気郡多気町仁田

起点：三重県松阪市古井町
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１）コスト縮減

■技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していきます。

１）コスト縮減

■技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していきます。

４．評価の視点

（３ ）（ ３ ） コス ト縮減や代替案立案等の可能性の視点コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

２）代替案立案等

■松阪多気バイパスは、地形、土地利用状況、主要幹線道路との接続などを勘案した路線計画となっており、交通渋滞の緩和、交通事故

の削減や地域経済活性化の支援など、期待される効果が大きい合理的な計画であるため、計画の変更は困難である。

２）代替案立案等

■松阪多気バイパスは、地形、土地利用状況、主要幹線道路との接続などを勘案した路線計画となっており、交通渋滞の緩和、交通事故

の削減や地域経済活性化の支援など、期待される効果が大きい合理的な計画であるため、計画の変更は困難である。

５．県・政令市への意見聴取結果

■三重県の意見

本事業は、慢性的な渋滞や交通事故が多い国道４２号において、交通渋滞の緩和や交通事故の削減を図るため、さらには地域経済活
性化の支援を図るための重要なバイパス事業です。
今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、早期全線供用に向けた事業の確実な推進をお願いいたします。

■三重県の意見

本事業は、慢性的な渋滞や交通事故が多い国道４２号において、交通渋滞の緩和や交通事故の削減を図るため、さらには地域経済活
性化の支援を図るための重要なバイパス事業です。
今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、早期全線供用に向けた事業の確実な推進をお願いいたします。
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（１）事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会情勢等の変化
■国道４２号への交通集中による松阪市街地の慢性的な交通渋滞
■松阪市は交通死亡事故全国ワースト１位（全国１０万人以上都市）であり、特に並行する国道４２号で交通死亡事故が多発
■松阪多気バイパス周辺に液晶関連企業が集積しており、更なる地域経済活性化のため、物流機能強化が必要

２）事業の投資効果
■松阪市街地の交通分散が起こり渋滞が緩和し、所要時間が短縮
■通過交通、物流交通の松阪多気バイパス迂回による松阪市街部の死傷事故件数が減少
■物流拠点へのアクセス性が向上し、更なる工場や企業誘致が促進される
■費用便益比（Ｂ／Ｃ）事業全体の投資効率性の評価

 

＝

 

２．０
３）事業の進捗状況
■全体の事業進捗率は８９％（平成２２年度末見込み）
■用地取得率は９９％（平成２２年度末見込み）

（１）事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会情勢等の変化
■国道４２号への交通集中による松阪市街地の慢性的な交通渋滞
■松阪市は交通死亡事故全国ワースト１位（全国１０万人以上都市）であり、特に並行する国道４２号で交通死亡事故が多発
■松阪多気バイパス周辺に液晶関連企業が集積しており、更なる地域経済活性化のため、物流機能強化が必要

２）事業の投資効果
■松阪市街地の交通分散が起こり渋滞が緩和し、所要時間が短縮
■通過交通、物流交通の松阪多気バイパス迂回による松阪市街部の死傷事故件数が減少
■物流拠点へのアクセス性が向上し、更なる工場や企業誘致が促進される
■費用便益比（Ｂ／Ｃ）事業全体の投資効率性の評価

 

＝

 

２．０
３）事業の進捗状況
■全体の事業進捗率は８９％（平成２２年度末見込み）
■用地取得率は９９％（平成２２年度末見込み）

６．対応方針（原案）

以上のことから一般国道４２号 松阪多気バイパスの事業を継続する。

（２）事業の進捗の見込みの視点
■松阪市上川町（Ｌ＝０．８ｋｍ）、松阪市下蛸路町～射和町（Ｌ＝２．５ｋｍ）は、平成２８年度以降の暫定２車線供用を予定しています。

（３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
■技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していきます。
■松阪多気バイパスは、地形、土地利用状況、主要幹線道路との接続などを勘案した路線計画となっており、交通渋滞の緩和、交通
事故の削減や地域経済活性化の支援など、期待される効果が大きい合理的計画であるため、計画の変更は困難である。

（２）事業の進捗の見込みの視点
■松阪市上川町（Ｌ＝０．８ｋｍ）、松阪市下蛸路町～射和町（Ｌ＝２．５ｋｍ）は、平成２８年度以降の暫定２車線供用を予定しています。

（３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
■技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していきます。
■松阪多気バイパスは、地形、土地利用状況、主要幹線道路との接続などを勘案した路線計画となっており、交通渋滞の緩和、交通
事故の削減や地域経済活性化の支援など、期待される効果が大きい合理的計画であるため、計画の変更は困難である。

平成２０年度の事業評価監視委員会から一定期間（３年間）が経過したことから、以下の３つの視点で再評価を行いました。
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